
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期高齢者医療保険料の改定について 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 



１ 

平成２８年度・２９年度後期高齢者医療保険料改定（骨子） 

         

１ 保険料率 

 
H２８・２９ 現行 

増減 

(増減率) 

均等割額 ４３，８７０円 ４３，０５０円 
＋８２０円 

（＋１．９０％） 

所得割率 ９．０６％ ８．３０％ 
＋０．７６ポイント 

（＋９．１６％） 

一人当たり年間 

保険料額（軽減後） 
５８，３７８円 ５７，４３２円 

＋９４６円 

（＋１．６５％） 

 

２ 主な変動率（２年平均） 

① 被保険者数の H２６・２７からの伸び          ＋５．５２％（前回＋３．０５％） 

② 一人当たり医療給付費の H２６・２７からの伸び   ＋３．７５％（前回＋２．８４％） 

※消費税の増率（平成２９年４月から）＋２％と診療報酬改定▲０．５１５％を加味 

した後の値 

③ 後期高齢者負担率の上昇                 １０．７３％ ⇒ １０．９９％. 

④ 一人当たり所得額の H２６・２７からの伸び      ▲３．５０％（前回＋１．４０％） 

 

３ 改定幅を抑制するための対応 

① 引き上げ幅軽減のための資金活用 

（内訳） ◆剰余金の活用 約６，０５０万円 （前回改定時の剰余金は、約４，１４４万円） 

       ◆県財政安定化基金の活用 ９億円  

       ◆事業運営基金の活用 ９億円  

このことにより、一人当たり年間保険料額について、６．１３％の引き上げ幅を 

１．６５％に抑えることが可能となった。 

 

４ その他の改正点（国の改正による） 

① 均等割保険料の軽減対象の拡充   

【２割軽減の拡大】 軽減対象となる所得基準額を引き上げる。 

(現行)   基準額 ３３万円＋４７万円×被保険者数 

（改正後） 基準額 ３３万円＋４８万円×被保険者数 

【５割軽減の拡大】 軽減対象となる所得基準額を引き上げる。 

（現行）  基準額 ３３万円＋２６万円×被保険者数 

  （改正後） 基準額 ３３万円＋２６．５万円×被保険者数 

 

    



① 保険料率

均等割額 ４３，８７０円

所得割率 １００分の９．０６

② 保険料率の試算(２年間合計)

費用 ４１５，２５１，５８２千円

収入 ３７１，６４６，７０４千円
国 4/12  県 1/12  市町 1/12

支払基金(支援金) 4/10
第三者納付金など

保険料収納必要額 ４１，７４４，３８４千円 費用－収入

見込収納率 99.3%

保険料賦課総額 ４２，０３８，６５４千円

被保険者数 ５１７，４８２人 H２８年度見込 ２５６，４３３人 H２９年度見込 ２６１，０４９人

均等割額   ４３，８７０円

所得割額   ３７，３６７円

均等割額   ３，６５６円

所得割額   ３，１１４円

一人当たり保険料額
(軽減前)

年額  ８１，２３７円

    月額   ６，７７０円

保険料賦課総額  ÷  被保険者数
所得係数   0.86149362212
均等割：所得割 ＝ 54：46

                      平成２８年度・２９年度 保険料率等について(総括)

うち、保険料抑制のための補填
基金活用額

(内訳)
剰余金  ６０，４９５千円

財政安定化基金交付金  ９億円
事業運営基金繰入金　９億円

この措置により、保険料の引き上げが
緩和される。

医療給付費・財政安定化基金拠出金・保健事業費・審査支払手数料・葬祭費

 【参考:平成26年度収納率】
           全体分徴収率：99.35%
 うち、普通徴収徴収分：98.18%

 保険料収納必要額  ÷  収納率

  ２




